
質問及び回答一覧表 

質問 回答 

１ セミナーの会場手配・会場費・配

信設備について 

仕様書５(1)ウ及びオに関して、

ハイブリッド開催の７地域におけ

る会場の手配及び会場費の負担

は、受託者の業務範囲との理解と

していますが、県有施設の無償利

用が可能な施設の有無について

お示しください。 

 

 

民間施設の利用を想定しており、受託者に会場を

手配していただくこととしております。 

２ 前年度（令和７年度）実績データ

及び実施報告書の参照可否につ

いて 

仕様書５(1)ケに「各回の参加

者数、アンケートにおける満足度

等について目標を設定し、達成に

努めること」とありますが、目標設

定の参考とするため、差し支えな

い範囲で、令和７年度（前年度）の

本事業における各回参加者数、満

足度、講師、広報の実施内容等の

実績データをご提供いただけな

いでしょうか。併せて、前年度委

託事業実施報告書を参考資料と

して参照可能か（県ホームページ

等での公開有無を含む）ご教示く

ださい。 

 

 

令和７年度に実施したセミナーの参加者数は、鹿児

島会場４８名、鹿屋会場２０名、奄美会場２６名（いず

れもオンラインを含む）です。 

昨年度のセミナー概要等については、県ホームペー

ジにて公開しておりますのでご覧ください。

(http://www.pref.kagoshima.jp/af01/ 

kakakutennka/r7seminar.html) 

県ホームページに掲載されていない満足度に関す

るアンケート結果や、広報の実施内容等については、

個別に情報提供を行いますので、希望される方は当

課あてご連絡ください。 

なお、前年度事業に係る実施報告書については、公

表しておりません。 

http://www.pref.kagoshima.jp/af01/


質問 回答 

３ 広報の実施回数、媒体及び成果

物について 

仕様書５⑵の広報について、以下

の点をご教示ください。 

(1) ９月及び３月の価格交渉促進

月間において、それぞれ広報を

実施するという理解でよろしい

でしょうか。 

 

(2) 広報の媒体について、仕様書

５⑴(ｳ)(ｴ)に記載の県ホームペ

ージ、県公式 Facebook 以外

に、県側の指定・想定はござい

ますか。 

 

(3) 広報物（パンフレット、リーフレ

ット、動画等）の制作物の種類

及び数量について、指定又は前

年度実績がございましたらお

示しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ お見込みのとおり。 

 

 

 

 

⑵ 県が指定・想定する広報媒体はございません。 

活用する広報媒体も含め、効果的な周知方法を

ご提案ください。 

 

 

 

⑶ 広報物の種類及び数量については、県からの指定

はございません。効果的な広報を行う観点からご

提案ください。 

前年度の広報の実施内容は以下のとおりです。 

新 聞 へ

の掲載 

○掲載紙：南日本新聞・南海日日新聞 

○掲載方法： 

９月１日（月）、３月２日（月）付けで、５

段１／４の大きさで広報を掲載 

メ ー ル

等 で の

広報 

○広報内容 

 ・価格転嫁に関する相談窓口 

 ・パートナーシップ構築宣言の意義 

 ・下請法・下請振興法の改正 等 

○広報方法 

 ・セミナー参加者へのメール 

・県の他事業のホームページ 等 
 



質問 回答 

４ ハイブリッド開催セミナーにおけ

るＢｔｏＢ／ＢｔｏＣの構成について 

仕様書５(1)エの「ＢｔｏＢとＢｔｏ

Ｃ双方の事業者の参加が見込ま

れることから、ＢｔｏＢとＢｔｏＣそれ

ぞれの価格転嫁の手法が学べる

内容となるよう努めること」につ

いて、以下のいずれの構成が県の

意図に沿うものかご教示くださ

い。 

(1) 各回（ハイブリッド７回・オン

ライン１回の計８回）において、

ＢｔｏＢ・ＢｔｏＣ双方の手法を一

つのプログラムに盛り込む構

成 

(2) 開催回ごとに対象を分け、

ＢｔｏＢ向け回・ＢｔｏＣ向け回と

して別プログラムで実施する

構成（例：ＢｔｏＣ向け２回、Ｂｔ

ｏＢ向け６回 等） 

 

 

ハイブリッド開催セミナーについては、各回におい

て、ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣそれぞれの価格転嫁の手法が学べ

る内容とし、ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣのいずれかに特化した内容

となることは望ましくないと考えています。 

５ 【募集要領】 

セミナー講師や個別相談をグル

ープ会社へ再委託することは可能

か。 

 

 

 

 

 

 

 

県の承認を得た上で、一部の業務内容を再委託す

ることは可能です。 



質問 回答 

６ 【企画提案仕様書】価格転嫁・交

渉に係るセミナーの開催 

(1) セミナー開催について、商工

会、商工会議所、県商工会連合

会及び県中小企業団体中央会

や金融機関などに後援に入っ

ていただくことは可能か 

 

(2) セミナー開催日程は、履行

期限内であれば自由に設定し

てよいか 

 

 

 

 

(3) ハイブリッドセミナーの「所

要時間 120 分以上」には、休憩

時間を含むか 

 

(4) ハイブリッドセミナーの会場

を県から紹介していただくこと

は可能か（県庁舎など） 

 

(5) オンラインセミナーの配信に

ついて、配信場所は鹿児島県外

でも可能か（例：東京） 

 

 

 

 

 

 

 

(1) セミナーの共催・後援等については、受託者決定

後に開催内容等と併せて協議したいと考えており

ます。 

 

 

 

(2) 繁忙期を避け、多くの事業者が参加しやすい時

期とするなど、セミナーの開催目的を踏まえ、効果

的な開催時期、日程等をご提案いただきたいと考

えております。 

   なお、募集や準備期間等を考慮し、十分に実施可

能な開催時期等をご提案ください。 

 

(3) 休憩時間を除いて 120 分以上を確保してくだ

さい。 

 

 

(4) 民間施設の利用を想定しており、受託者に会場

を手配していただくこととしております。 

 

 

(5) オンラインセミナーの配信場所については、鹿児

島県外でも可能です。 



質問 回答 

7 価格転嫁・交渉等の促進に係る

広報の実施に関して 

(1) 広報にあたり、県のホームペ

ージ・SNS 等を活用することは

可能か 

 

(2) ポスター/チラシ原稿データ

を作成し県へ納品することでも

足りるか（事業内容にポスター/

チラシを県内へ配布することま

で盛り込まれていない為） 

 

(3) 広報ツールの納品部数イメー

ジをお伺いしたい 

 

 

(4) 広報ツールの掲載場所で鹿児

島県独自で考えている方法など

あれば伺いたい 

 

 

(1) 県の広報媒体以外で、効果的な媒体及び手法に

ついてご提案ください。 

 

 

(2) 広報の実施主体は受託者となります。受託者に

おいて、事業者及び県民向けの広報を実施するに

当たって、効果的な媒体及び手法についてご提案

ください。 

 

 

(3) 受託者が主体となった広報の実施を想定してお

り、仕様書においては、広報ツールの納品は求めて

いませんが、ご提案いただくことは可能です。 

 

(4) 受託者において、事業者及び県民向けの広報を

実施するに当たって、効果的な媒体及び手法につ

いてご提案ください。 

 


